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令和3年度研修実施計画一覧表(令和2年度との比較表）

号は．◎は中央研修,.○は高裁委嘱，⑫hﾅH膠の

1

令和3年度

番号 研修名等 実施時期 ･期間 人員

令和2年度

実施時期 期間 ､人員
備考

1 ◎首席書記官研究会 3.9.15(水)～9.16(木） 2 未定
｡

2.9.16(水)～9.17（木）
一

ワ
ー 中止

2
◎首席家庭裁判所鯛
査官研究会
e ●

咽
一
胴

第
一
第

369,2(木)‘～9.3（金） ．
－÷－一一一一一口－－一一

●

3.11.25(木)～11.26（金）
q

■

２
２

8
声一一一一一

未定

2.9.25(令） ．．
一 一一一－一一一 手 J →

2.11.17(火)～11.18(水）
●

1

2

8

中止

◆ ● ●

日程変更･短縮
一今一 一一一 ＝ ヨー

3 ◎事務局長研究会 4.2.17(木)～2‘18(金）
'

2 未定
■ 今

3.2.18(木)～2.19(金） 2 中止

4

● ■

◎管理者研究会(組織運営)(※） 3.5.18(火)～5.和(木） 3 未定 2q5.19(火)～5.21(木） 3 中止

5
◎次席家庭裁判所
調査官等研究会

｡ ’
■

回
一
回

１
．
－
２

第
一
第

3.4.26(月)～4.28(水)。

3.9.29(水)～10.1(金）

3

3

未定

未定

2.9.23(水)～9.25(金） 3 中止

℃

6 ◎管理者研究会 3.4.12(月)～4.16（金）
b

e

5 未定
2.8.25(火)～8.27(木）
－5茸■一一｡●－－－ L ㎡… 全 今生 や

2.12.15(火)～12.17（木）
●

３
３

80

70

日･程変更･短縮
2回に分割して実施

7 ◎研修計画協畿会． 3.1.6(木） ． 1 25 木）
● ●

1 30
日程短縮
TV会磯

8 ◎中間管理者研修I

一
一
ｑ

回
一
回
一
回
一
回

１
－
２
．
《
３
４

第
一
第
・
一
第
第

一
●
一

。 ■

3.9,7(火)～9.10(金）
C一 － 凸＝今 r ワー ーーーーーマー争｡+一C 心 凸0ユ

3.10.12(火)～10.15(金）
寺－－ｰ●一一一子③－ｰ←←『一マー G－-9 ▲←一ヴ』一一 ▲一一一ーウーーー一マーー

● 七 争

4’1.11(火)～1.14(金）
P一一 ←4 ▲ ③一 b e▲G b ▲ 1 ■ ”■ 一一

一
■

4.2.7(火)～2.10(金）

4

4

4

4

約100
－ や 0七一一一

約30

約30
毎々＝ ■ゴー－｡‐訂

約30.

2.10.13(火)～10.16(金）
一ユーーー■■一F- 曲 ｡ー寺 ▲－『-÷幸手 －一写一一b－ F－一一＝

3,1.12(火)～1‘15催）

3 ､2.2(火)～2.5（金）
℃

F

■ 今

4

4

G8

中止
一己－守 守一二一二

､中止
－－

中止

9
0 ◎中間管理者研修Ⅱ

第1回
一一U r "－

第2回
●

3.12.7(火)～12.9．(木）
一一ー一一竜●ヤ

－－=今 一一
～ーや

一‐－－屯幻■ ｡
－－－

3 未定
、
、

、画

、
℃

、

2.10.27(火)～10.29(木）

2.1268(火)～12.10(木）

3

3

中止
一一分 も

中止

10

p

◎主任家庭裁判所
調査官研修

回
一
回

１
－
２

第
一
第

P p ◆

3.6.23(水)～6.25(金）

､ ■

3.6.30(水)～7j2(金）
■

●■◆

3

3

綻
一
縮

2.6期(火)～6,26(金） 4 中止

11 ◎研修指導研究会
回
一
回

１
２

第
一
第

3.6.2(水)～6.4(金）
－－－－－－－－1年一一一▼－－一一

3.12.14(火)～12.16(木）

3

3

約40

約50

2.6も3 ～6.5(金）

2.12.15(火)～12617（木） ．

3

3

中止

中止

12 ◎実務指導研究会

民事

刑事

家事

少年

3.4.27(火）

3.4.28(水)．
舎

3.4.28（水）

、

3.4,27(火）

1

1
4 ゴ rq ■ 4 ■ ■

1

1

約40

０
５
－
５

４
－
３
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約
一
約
〆
約

2.5.12(火)～5も13(水）

2.5.12(火)～5ﾕ3(水）

2.5;141木)～5;15(金）

2.5.14(木)～5.15(金）

2
－●○一一一◇~一一~

り
し

命
多
』

b r r － ー己

り
↑

－
９

祉
一
祉

qj止
サマー一一 ▲凸マー

中止

13 ◎家事実務研究会(※）
■ の

3.11.17(水)～11.19（金）
合

3 約100 2も11.5(木）

●
■

1． 100
令和2年度は司研と合伺で実施
日程短縮,TV会職 ．

14 ◎少年実務研究会(※）
● ●

●

a12.20(月)～12.22(水） 3 ． 約100
3.3.2（火） ．
－今－＝一■ 一一｡

3.3.4(木）

1
寺

． 1

25
■ ■一 L 一 旬ー－

25

● 己

日程変更･短縮

2回に分割して実施
家裁鯛査官部分のみ実施

15 ◎民事実務研究会
第1回(※）

第2回

3.6.9(水)～6.10(木）
.g ﾏ r

3.12.i6(木)～12:17(金）
各2

■ ●

０
０
５
５

約
》
約

－ ｡ ＝

2.6.10(水)～6.11体）
－画－－－－－一式 ・一一一一＝一一●一手今一一一一q 一一今

3.1.迦(木)～1.22(金）

各2

中止
争1－巻一司一一一

中止

16 ◎刑事実務研究会(※)． 3.11.10(水)～11.il(木)
.● 凸

2 未定 2．
歩

11.18(水)～11.19体） 2 中止

17

■ ｡･

◎家事特別研究会(※） 3.10.7(木)～10.8(金)． 2 約50
■

2.10.8（木）
■

1 50．
令和2年度は司研と合同で実施

日程短縮,TV会議．

18
◎家
特別

鯛査官

第3 回

Q け

3.10.19(火)～10:22(金）
一一▲一一b■一一一申■一~－－今1－昔司一一■－－』 で ■←■一 一 F

● ●

3.11.30(火)～12.3(金）

4.1.18(火)～1.20(木）

●

4

4
声

3

細
一
紬
一
脚

“0.20(火)～10.23(金）

2.12.21水).～12.4(金）
一一一■争己一一年毎P一●~･~一5－→』 曲rT. ｡－．→ﾏ ｳ一宇 『 一一.-マーーー→ △七一 ‘ - 望 . ..申一

3.1.27(水)～1.29(金）

4
幸か一~一子旬■由一一

3

3

一
一

祉
一
祉
一
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一
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19 ◎家庭裁判所調査官応用研修
◆

3.7.5(月)～7.9(金） 5 未定 3.3.8(月)～3.12(金）
～

5 41 日程変更．

20。 ◎速記官中央研修 3.6.30(水）～ 7.1(木） 2 約20 2.7.1(水)～7,2(木） ツ
ー 中止

21 ◎総括執行官研究会 3.7,6(火)～7.8(木） 3 未定 2.7.7(火)～7.9（木）
｡

3 中止 隔年で実施

22 ◎執行官実務研究会 4.3"1(火)～3.3(木） 3 未定 a2.3(水)～2.4(木）
り
》 中止

23 ◎新任執行官研修 3.5.25(火)～5』28(金） ’4 未定 2.9.16(水)～9.18(金） 3
0

14 日程変更･短縮
■ ●

24 ◎係長等(総務担当)研修 3.6.22(火)～6.24（木）
■

3 約50 2.10.6(火)～10.8(木） 3 中止

25 ◎係長等(人事担当)研修 3.7.13(火)～7.15(木） 3 約70 2.10.20(水)～10.22(金） 3 中止

●

26 ◎係長等(会計担当)研修 3.11.16(火)～11.19(金） 4 約60 2.11.10(火)～11.13(金）
4

号 中止

27 ◎研修事務担当者
｜
” 3.6315(火)～6.16(水） 2 約40 2.6.16(火)～6ﾕ8（木）

e

3 中止
ひ

』


